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○

特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
七
号
）

（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
施
行
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改
正
後

現
行

（
特
定
健
康
診
査
の
項
目
）

（
特
定
健
康
診
査
の
項
目
）

第
一
条

保
険
者
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年

第
一
条

保
険
者
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年

法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
毎
年

法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
毎
年

度
、
当
該
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
加
入
者
で
あ
っ
て
、
当
該
年
度
に
お
い

度
、
当
該
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
加
入
者
で
あ
っ
て
、
当
該
年
度
に
お
い

て
四
十
歳
以
上
七
十
五
歳
以
下
の
年
齢
に
達
す
る
も
の
（
七
十
五
歳
未
満
の
者

て
四
十
歳
以
上
七
十
四
歳
以
下
の
年
齢
に
達
す
る
も
の
（
妊
産
婦
そ
の
他
の
厚

に
限
り
、
妊
産
婦
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画

、
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
（
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
健
康

（
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
を
い
う
。
以

診
査
等
実
施
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
き
、
次
の
項
目
に
つ
い
て

下
同
じ
。
）
に
基
づ
き
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
、
特
定
健
康
診
査
（
法
第
十
八

、
特
定
健
康
診
査
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
を
い
う

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
も
の

。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

２
～
４

（
略
）

一
～
十

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
動
機
付
け
支
援
）

（
動
機
付
け
支
援
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

前
項
の
動
機
付
け
支
援
対
象
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

２

前
項
の
動
機
付
け
支
援
対
象
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

特
定
健
康
診
査
を
実
施
す
る
年
度
に
お
い
て
六
十
五
歳
以
上
七
十
五
歳
以

四

特
定
健
康
診
査
を
実
施
す
る
年
度
に
お
い
て
六
十
五
歳
以
上
七
十
四
歳
以

下
の
年
齢
に
達
す
る
者
（
当
該
年
度
に
お
い
て
七
十
五
歳
に
達
す
る
者
に
あ

下
の
年
齢
に
達
す
る
者
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

っ
て
は
、
動
機
付
け
支
援
の
実
施
の
際
に
当
該
年
齢
に
達
し
て
い
な
い
者
に

イ
～
ニ

（
略
）

限
る
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
～
ニ

（
略
）
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３

（
略
）

３

（
略
）

（
積
極
的
支
援
）

（
積
極
的
支
援
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

前
項
の
積
極
的
支
援
対
象
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
同
項
の
積
極
的

２

前
項
の
積
極
的
支
援
対
象
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
同
項
の
積
極
的

支
援
を
実
施
す
る
年
度
に
お
い
て
六
十
五
歳
以
上
七
十
五
歳
以
下
の
年
齢
に
達

支
援
を
実
施
す
る
年
度
に
お
い
て
六
十
五
歳
以
上
七
十
四
歳
以
下
の
年
齢
に
達

す
る
者
（
当
該
年
度
に
お
い
て
七
十
五
歳
に
達
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
積
極
的

す
る
者
を
除
く
。
）
と
す
る
。

支
援
の
実
施
の
際
に
当
該
年
齢
に
達
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）


